
９条ってなんだ？

日本語・英語・中国語・ハングルで９条を書いたチラシを作りました。安倍政権によって

9 条を変えられようとしているのに、まだまだ 9 条について、誰もが充分知っていると

いう状態ではありません。

　　　　　　　　　奈良を訪れた皆さんに、９条の中身を知ってもらいましょう。

1 回目は 11 月 24 日（金）12時半から 1時半まで。
　猿沢の池、大時計の下あたりで。
　　　　　　　どなたでもご参加ください！

問い合わせ：木村（090-1442-1827）・佐川（090-9885-9756）

日本国憲法

２週間に一度  ご一緒に猿沢の池のほとりで、
　　　　　　　　    街行く人と9条の話をしましょう。
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일본국헌법
제9조　① 일본국민은 정의와 

질서를 기조로 하는 
국제평화를 성실하게 희구하며 국권 

발동에 의한 전쟁과 무력에 의한 위협 
또는 무력의 행사는 국제분쟁을 
해결하는 수단으로서는 영구히 

이것을 방기한다.
② 전항의 목적을 달성하기 위해 
육해공군 기타 전력은 이것을 

보지하지 않는다. 
국가의 교전권은 이것을 

인정하지 않는다.
 


